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令和５年７月２１日 

 

熱中症予防対策に係る一時休憩所の設定について 

 

 

今夏、猛烈な暑さが予想されることから、本市における熱中症予防対策の一環として、

市の施設のうち、平時から一般的に市民の利用がある施設のロビーなどを「ちょっとひ

と休み」できる一時的な休憩所として利用いただけるようにいたしますので、お知らせ

します。 

お気軽にご利用いただきますようお願いいたします。 

 

 

＜対象施設＞ 

 市役所新館ロビー 

 各学区市民センター（３６施設） 

 大津市民会館 

 大津市生涯学習センター 

 大津市立図書館 

 和邇文化センター 

 北部地域文化センター 

 各老人福祉センター（５施設） 

 

 

＜実施期間＞ 

 令和５年７月２４日から（２４日が休館日の施設は翌日から）同年９月末まで 

 （休業日を除く。）  

※利用できる時間帯は、施設によって異なります。 

※終了の時期については、気象状況に応じて対応を検討します。 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

担当者 危機・防災対策課 担当： 中野・川上 

連絡先 077-528-2616 内線 5020 

総合計画 

位置付け 

基本方針 基本政策 施策 視点 主な取組 

1 3 7 1 1 


